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住所が変わった際の主な届け出
届け出の種類 届け出に必要なもの 届け出期限

【転入届】
市外から移ってきたとき

□届出人の本人確認書類　
□転出証明書（前住所地で発行）※オンラインで転出届を提出した方は不要
□国民年金手帳（持っている方のみ）　□国民健康保険証（加入者のみ）
□介護保険受給資格証明書（資格者のみ）
□マイナンバーカード（持っている方のみ）　□住基カード（持っている方のみ）
□在留カード（外国人の方）　□特別永住者証明書等（外国人の方）

二本松市に
住み始めてから
14日以内
※事前に前の住所地
で転出の届け出が
必要です。

【転出届】
市外へ移るとき

□届出人の本人確認書類
□国民健康保険証（加入者のみ）
□後期高齢者医療被保険者証（加入者のみ）
□介護保険証（加入者のみ）　□印鑑登録証（登録者）
□マイナンバーカード（持っている方のみ）　□住基カード（持っている方のみ）

二本松市から
他の市区町村へ
移る日まで

【転居届】
市内で住所を変更したとき

□届出人の本人確認書類
□国民年金手帳（持っている方のみ）　□国民健康保険証（加入者のみ）
□後期高齢者医療被保険者証（加入者のみ）
□介護保険証（加入者のみ）
□マイナンバーカード（持っている方のみ）　□住基カード（持っている方のみ）
□在留カード（外国人の方）　□特別永住者証明書等（外国人の方）

転居した日から
14日以内

住
所
の
異
動
届

住
民
登
録
は
、
居
住
関
係
の
公

証
、
選
挙
人
名
簿
登
録
な
ど
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
と
な
り
ま
す
。

引
っ
越
し
を
し
た
と
き
に
届
け

出
を
し
な
い
と
、
い
ろ
い
ろ
な
給

付
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
り
、
選
挙
の
投
票
や
健

診
、
お
子
さ
ん
の
学
校
な
ど
に
影

響
が
出
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
記
載
内
容
の
変
更
や
、
国
民
健

康
保
険
な
ど
の
手
続
き
も
必
要
に

な
り
ま
す
。

窓
口
で
届
け
出
の
際
は

本
人
確
認
書
類
の
ご
提
示
を

窓
口
で
は
、
不
正
な
届
け
出
を

防
ぐ
た
め
、
来
庁
さ
れ
た
方
の
本

人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転

免
許
証
な
ど
官
公
署
発
行
の
顔
写

真
が
添
付
さ
れ
て
い
る
本
人
確
認

書
類
の
提
示
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。

転
出
届
は「
オ
ン
ラ
イ
ン
」で

転
出
届
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
届
け

出
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方

は
、
転
出
届
の
窓
口
で
の
手
続
き

は
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
方

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
電
子

証
明
書
が
有
効
な
も
の
）を
持
っ

て
い
る
方
で
、
日
本
国
内
で
の

引
っ
越
し
を
す
る
方

※
転
入
届
等
の
手
続
き
は
、
別
途
、

転
入
先
市
区
町
村
の
窓
口
で
行

う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

窓
口
の
混
み
合
う
時
間

市
役
所
の
窓
口
は
、
週
の
初
め

や
金
曜
日
、
ま
た
昼
休
み
の
時
間

帯
が
た
い
へ
ん
混
み
合
い
ま
す
。

そ
の
時
間
帯
を
避
け
る
か
、
時

間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。

３
月
・
４
月
の
手
続
き
は
お
早
め
に

　
　
住
所
が
変
わ
っ
た
ら
届
け
出
が
必
要
で
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

取
扱
証
明
書

・
住
民
票

・
印
鑑
登
録
証
明
書

取
扱
時
間

午
前
６
時
30
分
～
午
後
11
時

※
年
末
年
始
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時

を
除
く
。

取
扱
店
舗

・
セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン

・
ロ
ー
ソ
ン

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

・
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

利
用
で
き
る
方

二
本
松
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
が
有
効
な
も

の
）を
お
持
ち
の
方

手
数
料

１
通
２
０
０
円

（
窓
口
で
は
３
０
０
円
）

証
明
書
取
得
方
法

店
舗
内
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
か
ざ
し

て
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
操
作
す
る
と
、

証
明
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
。）

◎
問
い
合
わ
せ
…

市
民
課
市
民
記
録
係

☎（
55
）５
１
０
４

Fax（
62
）２
６
０
０

時間
に余
裕を

持っ
てお
越し

くだ
さい
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臨
時
窓
口
開
設

引っ越しの際に必要となる主な手続き（３/30・31に窓口を開設する手続き）
届け出の種類 問い合わせ

●住所の届け出 �市民課市民記録係 ☎（55）5104�Fax（62）2600

●国民健康保険
●国民年金 �国保年金課国保年金係 ☎（55）5106�Fax（22）1547

●後期高齢者医療保険
●子ども医療費
●重度心身障がい者医療費

�国保年金課医療給付係 ☎（55）5107�Fax（22）1547

●児童手当
●児童扶養手当
●ひとり親家庭医療費
●学童保育

�子育て支援課子ども家庭係 ☎（55）5094�Fax（22）1547

●保育所、認定子ども園、幼稚園 �子育て支援課幼保管理係 ☎（55）5112�Fax（22）1547

●水道の開栓、閉栓 �上下水道課水道管理係 ☎（55）5135�Fax（62）1033

●入学、転校 �学校教育課管理係 ☎（55）5151�Fax（22）3147
※受け付けを行う手続きは、引っ越しに必要な手続きのみです。全ての手続きに対応するわけでは
ありません。

開
設
日

３
月
30
日（
土
）、
31
日（
日
）

時

間

午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

場

所
市
民
課（
市
役
所
１
階
）ほ
か

※
各
支
所
は
開
設
し
ま
せ
ん
。

取
扱
内
容

下
表
の
と
お
り

※
市
民
課
で
受
け
付
け
を
行
う

主
な
手
続
き

・
住
民
異
動
届
の
受
け
付
け

　
　
（
転
入
届
、
転
出
届
、
転

居
届
な
ど
）

・
各
種
証
明
書
の
交
付

　
　
（
住
民
票
、
戸
籍
関
係（
広

域
交
付
を
除
く
）、
印
鑑

登
録
証
明
書
、
所
得
・

課
税
証
明
書
な
ど
）

・
印
鑑
登
録
の
受
け
付
け

・
戸
籍
届
の
受
け
付
け

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

関
す
る
手
続
き

　
　
（
事
前
の
予
約
が
必
要
）

※
届
け
出
等
の
種
類
に
よ
り
、

受
け
付
け
で
き
な
い
場
合
や

再
度
お
越
し
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。

３
月
30
日（
土
）・
31
日（
日
）は

　
　
　
異
動
届
等
を
受
け
付
け
ま
す

３
月

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
も
お
忘
れ
な
く

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

（
脱
退
）し
た
と
き
や
、
住
所
変

更
が
あ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
国

保
年
金
課（
市
役
所
１
階
）ま
た

は
各
支
所
地
域
振
興
課
に
14
日

以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

ま
た
、
就
学
の
た
め
実
家
を

離
れ
る
時
も
手
続
き
が
必
要
で

す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

☎（
55
）５
１
０
６

Fax（
22
）１
５
４
７

こんなとき 届け出に必要なもの

国保に入るとき

例えば…
・会社等の健康保険を脱
退した
・被扶養者でなくなった

など

□届出人の本人確認書類
□健康保険を脱退した年月日の分かる証明書（資格喪失
証明書、退職証明書、離職票の写し、扶養から外れた旨の証明
書など）

　※資格喪失証明書の様式は、市ウェブサイトから
ダウンロードできます。

□子ども医療費受給資格者証（18歳以下のお子さんがいる
とき）

国保をやめるとき

例えば…
・会社等の健康保険に
加入した

・被扶養者になった
など

□届出人の本人確認書類
□国民健康保険証
□社会保険等の健康保険証または健康保険に加入し
た年月日が分かる証明書（コピー可）
※扶養の方も含め全員分
□子ども医療費受給資格登録のため、保護者等の振
込先の分かるもの（18歳以下のお子さんがいるとき）

就学のために他市町村
へ住所を移すとき

□国民健康保険証
□在学証明書（合格通知、入学許可証、学生証でも可）




